
これでいいのか

春日井の土地区画整理事業
春日井では７件の「土地区画整

理事業」が施行されている。その
中の一つ「春日井堀ノ内特定土
地区画整理組合」（以下堀ノ内）
の補助事業を検証した。

堀ノ内は平成５年７月１５日許
可の土地整理組合であり、総施
工面積３８．９ヘクタールで、当初
は総事業費７４億３５００万円であ
ったが、その後平成１５年度末ま
でに７回の見直しが行われ、事業
費は約５．３％３億９３００万円増額
され、７８億２８００万円となってい
る。

なお、この事業には県と市が５
０％ずつ補助を行っている。

実施された内容が計画と
大きく変わっているが？

平成１５年度「都市計画道路築
造」は、幅１２～１８ｍ・長さ２５ｍの
道路築造事業を６００万円で実施
する計画であったが、実績報告で
は幅１８ｍ長さ４６ｍとなっている。

築造面積が少なくとも１．８４倍
にもなるこの変更は、法の定める
「軽微変更の範囲１．５倍」を大き
く上回っているが変更処置はとら

れているのか？

不思議なことに事業内容
が拡大されたのに安くな
っている！！

本来ならば、事業費は申請額６
００万円の１．８４倍前後になるは
ずであるが、報告では逆に申請
額の４割弱である２３２万１５５０円
で済んだことになっている。

「安くなればいい」というもので
はない、当初の申請額は一体何
であったのか。

いい加減な計画に補助金
を出すな！

こんな根拠薄弱な「申請額」が
まかり通り、安易な変更が行われ
ているようでは、事業費を水増しし
て、一部のものが甘い汁を吸って
いるという疑いを拭い去ることはで
きないではないか。そして、このよ
うな事業計画が春日井市の他の
組合でも見受けられるのだ。
この件で春日井市に公開質問を
行ったところ、「認定申請では都
市計画道路築造全体（路床から

舗装）を計上していたが、変更交
付申請では工事名は築造工事と
なっているものの、内容としては
歩車道舗装、植栽となったためメ
ートル当たり単価は安くなってい
ます。」と回答してきた。つまり話
のつじつまさえ合えばいいと言う
ことか。

それで実施された工事の監査
と検証は行われたのですか？

他の組合では変更内容が
明記

他の組合の事業報告では、「歩
道舗装 ㎡・植栽高木 本・低木

本」とか変更された内容は明白
に明記されている。

「補助が出るから工事を
する」では困る
補助事業は一部の人たちが利益
を得るための事業ではなく「一般
市民が納得できる事業であってほ
しい」。

（松元 保）
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西村・名古屋市議が出廷せず
出頭拒否身勝手な

自民党名古屋市議団の政務調
査費に関する住民訴訟で、2006/
5/18に予定されていた、元自民
党名古屋市議団長の西村建二氏
の証人尋問ですが、西村氏が5/1
8午前中に「出廷しない」との書面
を裁判所に出し、尋問が延期と
なりました。証人尋問に証人が出
廷しないのはきわめて異例です。

西村氏は、裁判所への上申書
の中で「自民党名古屋市議団が
出した被害届と、西村氏が提訴し
た自民党名古屋市議団との名誉
毀損裁判について、（西村氏に対
する）疑惑は解消されたのではな
いかとして、現在和解交渉が始ま
っており、現時点で証言をするこ
とは事態を混乱させ、誤解を生じ
させる危惧がある」と述べていま
す。

原告の名古屋市民オンブズマ
ン側は「自分の理由だけで証人
尋問にこないのは裁判制度をあま
りにも軽視していて許されない。
次回期日にもし来なければ、裁判
所に勾引も検討してもらいたい。」
と述べました。

西村氏非難被告側も
被告参加人の自民党名古屋市

団側の弁護士は、「西村氏の書面
を読むと、疑惑は解消された、す
ぐにでも和解するようにとれるが、
市議団側では西村氏に対する疑
惑がまだ残っており、さらに団の
中で和解に対する意見が分かれ
ており、今すぐ和解する、というこ
とはない。裁判所が一度証人尋
問を決めた以上、西村氏は裁判
所で証言すべきだ」と、原告・被
告参加人ともども、西村氏の証人
欠席を非難しました。

尋問時間延長も裁判官

裁判所は次回期日に再度西村
氏を呼び出すことを決めました。
証人尋問は、今回と同様原告側３
０分、被告参加人側３０分と予定し
ていますが、裁判長は、「もしかし
たら尋問時間が１０分～２０分くら
い延びるかもしれないので、時間
に余裕をみてください」と述べるな
ど、証人尋問に対して積極的な姿
勢を見せました。

7/13（木）次回尋問
名古屋市民オンブズマンの新

海聡弁護士は、「西村氏は（和解
が近いなど）うそをついてまでどう
して出頭しないのか。政務調査費
の使途について疑惑をいっそう深
めた」と述べています。

次回期日(証人尋問)は７月１３
日(木)午後１時半から、名古屋地
裁民事９部で行います。5/18は45
席ある傍聴席が満員になりまし
た。どなたでも参加できます。
ぜひ傍聴をお願いします。

9/16-17 全国市民オンブズ大会（福岡）

浅野 宮城県知事を呼んで記念講演元
2006/9/16（土）-17（日）に福岡

市都久志会館で行われる第１３回
全国市民オンブズマン大会の記
念講演を、元宮城県知事の浅野
史郎氏に行って頂くことが正式に
決まりました。
浅野元知事といえば、全国市

民オンブズマンが毎年行っている
「全国情報公開度ランキング」で
宮城県を７回１位にした立役者で

す。しかし、はじめから情報公開
ありきではなく、食糧費問題を市
民オンブズマンから追及され、情
報公開せざるを得なくなったのが
きっかけだったとのことです。
その後、警察の捜査報償費問

題などで県警とバトルを繰り広げ
るなど様々な活躍をされた浅野氏
が今だから言えることを話してい
ただきます。

また、「自治体の外郭団体随意
契約、丸投げ調査」「指定管理者
調査」「全国落札率調査」「包括外
部監査通信簿」「大阪問題報告」
「議会改革」「談合追及」「公共事
業追及」「情報公開」「警察問題」
など盛りだくさんの内容となってお
ります。

参加希望の方は、事務局まで

ＦＡＸ（052-953-8050）を。
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名古屋市「塩漬け土地」簿価

時価の最大１１倍
裁判所南の土地

時価0.77億円

購入価格5.1億円
利子 3.6億円

名古屋市が平成３年に「将来の
公園用地」として名古屋市土地開
発公社に買わせた官庁街の土地
約１００坪は、現在の時価が約７７
００万円に対し、買ったときの値段
及びこれまでふくらんだ利子（帳
簿価格）をあわせるとなんと約８億
７０００万円。時価の１１．３倍にも
ふくらんでいることが、名古屋市
民オンブズマンの情報公開請求
により判明しました。

これは土地開発公社が持って

いる土地の中では、最もふくらん
でいる土地です。名古屋市民オ
ンブズマンは、２００６年５月１日付
で、土地を購入した平成３年当時
の利用計画があったのかなかった
のか、あったならその詳細と、現
在の計画を06/5/1付で市に質問
しました。

しかし、名古屋市からは06/5/1
9付で、木で鼻をくくったような回
答しか来ませんでした。

名古屋市とやりとりをしている中
で判明したのは、危機感のなさ
と、リーダーシップの欠如です。縦
割りの弊害は市民に重くのしかか
ってきます。

市全体では
時価888億円

購入価格1190億円
利子 417億円

なお、２００６年３月議会で、名
古屋市は土地開発公社保有土地
の時価評価を初めて公表し、帳
簿価格が約１８２８億円に対して
時価が約９２２億円に下落してい
ると発表しました（名古屋市分とし
ては、帳簿価格１６０７億円に対
し、時価が８８８億円）が、事業ごと
の時価が判明したのはこれが初
めてです。名古屋市の「隠れ借
金」を今後も追及します。

元名古屋市議の天下り
まるで「人ごと」の市回答に再度質問状提出

落選・引退した名古屋市議が
破格の条件で外郭団体に「天下
り」していたことについて、名古屋
市民オンブズマンが06/4/17付で
名古屋市と議会、議員天下りを受
け入れている外郭団体に対して
質問状を出していた件で、名古屋
市は06/4/28にまるで人ごとのよう
な回答しか出してこなかったの
で、再度市に対して質問状を06/
5/30に提出しました。

市からの回答は、「本市外郭団
体の監事につきましては、その職
に適任な方が選任され、その職
責に見合った処遇がなされている
と理解しております。」という２行の
み。議会も外郭団体も同様の不
誠実な回答でした。包括外部監
査で指摘されている、元議員の天
下り問題をこのまま放置するのは
市の怠慢です。

また、外郭団体改革の目玉とし
て今年度から導入される「名古屋
市外郭団体経営評価委員会」で
は、市議天下りの問題は「個別人
事案件に立ち入ることはできな

い」とし、委員会の助言・提案に含
まないと報道されています。同委
員会で議員天下りの件を議題に
するよう求めました。

２００６年５月３０日
名古屋市長 御中

元市議の「天下り」に
関する公開質問書

前略
私たちは、税金の無駄遣いを

追及する市民団体です。私たち
は、２００６年４月１７日付で、元市
議が外郭団体に天下りをしていて
高額の報酬を得ている件につき
市として改善するつもりがあるの
か質問しました。しかしながら、市
長はまるで他人事のような回答を
出したにすぎませんでした。（「本
市外郭団体の監事につきまして
は、その職に適任な方が選任さ
れ、その職責に見合った処遇が
なされていると理解しておりま
す。」）

市長は、地方自治法２２１条３
項により、基本金の２分の１以上を
出資している団体について、調査

権限がある、と定めています。万
が一、元市議の勤務実態等を調
査せずに回答していれば、怠慢
です。調査しているという前提の
上で、以下のことをご質問させて
いただきます。
１．一般論として、名古屋市役所
職員で「常勤」とする基準をお教
え下さい。
２．元市議が監事に天下っている
外郭団体が、役員を有給とする場
合の条件をそれぞれお教え下さ
い。
３．外郭団体で「常勤」しか給料を
払えないという場合、各団体ごと
の「常勤」の定義をお教え下さい。
４．名古屋市として、外郭団体の
「常勤」とはどのようにお考えであ
るかお教え下さい。
５．外郭団体の常勤監事のあり方
に疑問を呈した「平成１７年度包
括外部監査の結果報告書」
をうけ、どのような措置をとられる
のかお教え下さい。
以上、２００６年６月１２日までに文
書で回答をお願い致します。

悪質リフォーム「日本メンテナンス」問題

「議員の口利き」
全市に情報公開請求

悪質リフォーム会社
県会議員の陰に

悪質リフォームで摘発された
「日本メンテナンス」（豊田市）が
自治体に防災倉庫などを寄附す
る際、愛知県議に口利き等仲介
を依頼し、自治体から感謝状を受
け取っていたとされる問題に対
し、名古屋市民オンブズマンは、
愛知県と県内全市町村、県警全
警察署に対して「議員の口利き」
に関する情報公開請求を2006/5
/24付で行いました。

「日本メンテナ請求文言は、
、 、ンス関係の 議員からの口利き

手紙 働きかけがわかるもの 日、 」「

本メンテナンスに対して出した

感謝状（写し）と、感謝状を出

した経緯が分かるもの」です。

感謝状自治体からの
を営業に利用

「日本メンテナンス」は、信用を
高めるために自治体からもらった
感謝状を自社のパンフレットに掲
載して営業活動に利用していまし
た。２００６年４月１７日付の朝日新
聞夕刊によると、寄附を断った自
治体に対しては、筒井タカヤ愛知
県議が総合防災対策特別委員長
として市町村への補助金の審査
をしている立場に言及し、寄附を
受けるように求めたとのことです。

口利き全国に広がる
記録制度

議員から自治体職員に対する
口利きを記録する制度は全国的
に導入されつつあります。高知県
や佐賀市では口利き記録制度が
導入され、不当な口利きの実態が

明らかになっております。名古屋
市でも市議が職員に対して予定
価格情報を漏らすよう口利きし逮
捕されたことをきっかけに、記録
制度が導入されております。様々
な問題が噴出している大阪市の
大平光代元助役は、議員の口利
き記録制度を導入しようとしたら議
員から猛反発があり助役を辞任し
たと語っております。先日市議が
汚職で逮捕された神戸市は、現
在口利き記録制度を導入しようと
しています。

愛知県にはまだ口利き記録制
度がありません。各自治体の情報
開示結果を受け、また、口利き記
録制度の有無を調査した上で、
口利き記録制度の導入を各自治
体に働きかけていきたいと思いま
す。

（内田 隆）

瀬戸市 郵便入札で談合発覚
談合しにくい制度である、入札

書を郵便で送付する方法（郵便
入札）を取り入れた瀬戸市の公共
事業で談合したとして、名古屋地
検特捜部は2006/5/17に競争入
札妨害（談合）の疑いで業者を逮
捕しました。郵便入札での談合発
覚は全国初です。

83.9%→95.7%落札率
報道によると、談合防止策とし

て瀬戸市が２００４年度から愛知県
内に営業所がある業者に対して、
予定価格２０００万円から１億円の
工事で郵便入札を導入したとこ
ろ、２００４年度の平均落札率は１
１件で８３．９％だったのに対し、２
００５年度は２４件で９５．７％に上
昇したとのことです。

県内中談合業者が
片っ端から調査

建設業界の関係者は、「郵便
入札の導入でたたき合いとなり、
食えなくなると業界団体に泣きつ
く業者が出てきたので、調整した」
と述べたと報道されております。

瀬戸市の郵便入札は、愛知県
内に営業所がある業者が参加可
能な為、「名古屋を代表する談合
屋」に協力を依頼し、瀬戸市外の
希望業者を片っ端から電話をか
けて調べ上げた、とのことです。

全国の談合防止のため
業者が入札可能にせよ

今回の件は、談合を復活させよ

うとする業者の執念が現れた形で
あり、全国で談合防止策として導
入されようとしている郵便入札や
電子入札のあり方に問題提起を
投げかけるものだと考えます。

しかしながら、今回の件は、「愛
知県内に営業所のある業者」のみ
が郵便入札可能になっていたの
で、業者が特定できたのではない
でしょうか。全国どこの業者でも入
札可能な制度なら、入札業者を
調べようがなく、談合も起こりにく
いと思います。「誰もが参加でき」
「誰が参加しているか分からない」
入札制度を今後も自治体に導入
させていきたいです。（内田 隆）


